
（参考資料１） 

○ 会社法(抄)  

（株主の責任）  

第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。 

 

（株主の権利）  

第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた

権利を有する。  

一 剰余金の配当を受ける権利  

二 残余財産の分配を受ける権利  

三 株主総会における議決権  

２ 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有

しない。 

 

（資本金の額及び準備金の額） 

第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株

式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 

２ 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことがで

きる。 

３ 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければ

ならない。 

４ 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配

当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金（以下「準

備金」と総称する。）として計上しなければならない。 

５ 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべ

き額については、法務省令で定める。 

 

（社員の責任）  

第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。  

一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合  

二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合（社員が、当該持分会社

に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。）  

２ 有限責任社員は、その出資の価額（既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。）を限度と

して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 

 

（業務の執行）  

第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。  

２ 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員

の過半数をもって決定する。  

３ 省略 



 

（利益の配当）  

第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。  

 以下省略 

 

（残余財産の分配の割合）  

第六百六十六条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の

出資の価額に応じて定める。 

 

 

○ 会社計算規則(抄)  

（資本金の額）  

第五十三条 持分会社の資本金の額は、第四節《吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主

資本及び社員資本》に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額

の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。  

一 社員が出資の履行をした場合（履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されてい

た場合を除く。） イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額（零

未満である場合にあっては、零） 

イ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産（当該財産が

ロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。）の価額 

ロ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産（当該財産の

持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み

又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。）の払込み又は給付をし

た者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額 

ハ 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ず

るべき額と定めた額 

二 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計

上することと定めた場合 当該債権の価額  

三 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本

剰余金の額  

以下省略 

 



（参考資料２） 

○ 医療法(抄) 

 (議決権) 

第四十八条の四 社員は、各一個の議決権を有する。 

 以下省略 

 

(設立の要件) 

第四十四条 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。  

２ 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項

を定めなければならない。  

一 目的  

二 名称  

三 その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設（地方自治法第二百四十四条の

二第三項 に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介

護老人保健施設を含む。）の名称及び開設場所  

四 事務所の所在地  

五 資産及び会計に関する規定  

六 役員に関する規定  

七 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定  

八 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定  

九 解散に関する規定  

十 定款又は寄附行為の変更に関する規定  

十一 公告の方法  

３ 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方

法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これ

を定めなければならない。  

４ 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。  

５ 第二項第九号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、

その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働

省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。  

６ この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省

令で定める。 

 

(定款又は寄附行為の変更) 

第五十条 定款又は寄附行為の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は、都道府

県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。  

２ 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条に規定する事

項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかど

うかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。  

３ 医療法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたとき



は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

４ 第四十四条第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関

する規定を設け、又は変更する場合について準用する。 

 

（公的医療機関の協力） 

第三十一条 公的医療機関（都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又

は診療所をいう。以下この節において同じ。）は、第三十条の十二第一項の規定により都道府県

が定めた施策の実施に協力しなければならない。 

 

○ 医療法附則（平成一八年六月二一日法律第八四号）(抄)  

（残余財産に関する経過措置） 

第十条 新医療法第四十四条第四項の規定は、施行日以後に申請された同条第一項の認可につい

て適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。  

２ 施行日前に設立された医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の

申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款又

は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属す

べき者として新医療法第四十四条第四項に規定する者以外の者を規定しているものについては、

当分の間（当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者として、同項に規定する

者を定めることを内容とする定款又は寄附行為の変更をした場合には、当該定款又は寄附行為

の変更につき医療法第五十条第一項の認可を受けるまでの間）、新医療法第五十条第四項の規定

は適用せず、旧医療法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。 

 

○ 医療法施行規則(抄)  

（基金） 

第三十条の三十七 社団である医療法人（持分の定めのあるもの、法第四十二条の二第一項に規定

する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人を除く。

社団である医療法人の設立前にあつては、設立時社員。以下この条において「社団医療法人」と

いう。）は、基金（社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であつて、当該社団医療法人が拠

出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い

返還義務（金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務）を

負うものをいう。以下同じ。）を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることが

できる。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。 

一 基金の拠出者の権利に関する規定 

二 基金の返還の手続 

２ 前項の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。 

 

第三十条の三十八 基金の返還は、定時社員総会の決議によつて行わなければならない。 

２ 社団医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超

える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に

限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。 



一 基金（次項の代替基金を含む。）の総額 

二 資産につき時価を基準として評価を行つている場合において、その時価の総額がその取得価

額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行つたことにより増加した貸借対照表上の

純資産額 

三 資本剰余金の価額 

３ 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければ

ならない。 

４ 前項の代替基金は、取り崩すことができない。 

 

（持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行） 

第三十条の三十九 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である

医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。 

２ 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるもの

へ移行できないものとする。 

 

（残余財産の帰属すべき者となることができる者） 

第三十一条の二 法第四十四条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 法第三十一条に定める公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認め

るもの 

二 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの 

 

 

 


